
  

託送供給約款の変更および届出について

                                                                            平成25年12月26日
                                                                            北陸電力株式会社

当社は､本日、経済産業大臣に平成26年４月１日を実施日とする託送供給約款の変

更の届出をいたしましたので、お知らせします。

当社は、「電気事業法の一部を改正する法律」（平成25年11月13日成立）により、自

己託送
（※１）

が制度化されたことを受け、託送供給約款の変更を行いました。

あわせて、消費税法等の改正を受けた消費税率の引き上げ分および「地球温暖化対策

のための税」(以下、「地球温暖化対策税」という)の第二段階となる税率引き上げ分に

ついても、託送供給料金等へ反映する変更を行いました。

主な変更内容は次のとおりです。

１．自己託送の制度化

従来、自己託送は、各電力会社の自主的な取り組みとして、限定的に提供されてき

ましたが、今回の電気事業法の改正により、新電力等の送配電ネットワーク利用と同

様に接続供給として制度化されることになりました。これに伴い、新たに自己託送を

利用する場合の料金および供給条件を設定しました。

２．消費税および地球温暖化対策税の税率引き上げに伴う託送供給料金等への反映

平成26年４月から消費税および地球温暖化対策税の税率が引き上げられることに伴

い、引き上げ分を料金等に反映いたしました。

なお、地球温暖化対策税に関する料金変更は託送供給における不足電力量の補給に

係る負荷変動対応電力料金
（※２）

に反映させるもので、送配電ネットワークの利用に係

る接続送電サービス料金については変更ありません。

＜新料金の適用開始日＞

・消　　 費 　　税：平成26年４月１日

・地球温暖化対策税：平成26年６月１日

３．託送供給約款の実施日　　平成26年４月１日

以 上

（添付資料）託送供給約款の変更届出の主な内容



※１ 自己託送：

　　自家用発電設備を保有する需要家が、当該発電設備を用いて発電した電気を一般 

　　電気事業者が保有する送配電ネットワークを使用して、別の場所にある当該需要家

    の工場等に送電する際に、当該一般電気事業者が提供する送電サービス。

※２ 負荷変動対応電力料金：

    新電力等が送配電ネットワークを使用しお客さまに電気を供給する際、30分間にお

    ける実発電量と実需要量を一致（30分同時同量）させることができなかった場合に

    生じた不足電力の補給に係る料金。　　　　

 



託送供給約款の変更届出の主な内容 

 

１．自己託送の制度化 

当社の送配電ネットワークを利用した自己（※１）等への供給を行う場合の料金その他

の供給条件を設定いたしました。 

 

＜自己託送のイメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）契約要件 

・自家用発電設備は、電気事業法第２条第１項第 14 号ハに規定される「非電気事業

用電気工作物」であること。 

・契約者と発電者および需要者がそれぞれ自己であることまたは電気事業法施行規

則第３条の２および３に定める密接関係性があること。 

 

（２）接続送電サービス料金 

自己託送は、ピークカット等の限られた時間のみ利用するケースが想定される

ため、新たに完全従量制の「従量接続送電サービス料金」を設定し、二部料金（※２）

との選択を可能としました。 

 

（３）負荷変動対応電力料金についての緩和措置 

あらかじめ当社と協議が整った場合、負荷変動対応電力料金は、契約電力の合

計値の 10％と 30 分あたり 1,000kWh のいずれか小さい方の値を上限とし、その値

以下の不足電力の補給については、変動範囲超過電力料金（※３）を適用せず、緩和

措置として変動範囲内電力料金（※４）を適用いたします。 

 

※１ 自己：（自家用発電設備を保有する需要家の）別の場所にある当該需要家の工場など。 

※２ 二部料金：契約電力などの需要高に応じて計算する基本料金と、使用電力量に応じて計算

する電力量料金の２つを組み合わせた料金体系。 

※３ 変動範囲超過電力料金：負荷変動対応電力料金のうち、変動範囲内基準電力量（接続送電

サービス契約電力の３％相当）を超える不足電力の補給に係る料金。 

※４ 変動範囲内電力料金：負荷変動対応電力料金のうち、変動範囲内基準電力量（接続送電サ

ービス契約電力の３％相当）以内の不足電力の補給に係る料金。 

添付資料 

当社の保有する
送配電ネットワーク需要家（Ａ社）の保有する

自家用発電設備
別の場所にある

当該需要家（Ａ社）の工場等

当社の保有する送配電ネットワークを利用して、
自家用発電設備の電気を別の場所にある自社の工場等に供給



２．消費税および地球温暖化対策税の引き上げ後の料金単価 

 

（１）接続送電サービス等 

改定料金 

(消費税等相当額含む)

現行料金 

(消費税等相当額含む)  
単

位
平成 26年 4 月 1日以降 平成 26 年 3 月 31 日まで

基本料金 kW ５８３円２０銭 ５６７円００銭標準接続送電 

サービス料金 電力量料金※1 kWh ２円２２銭 ２円１５銭

基本料金 kW ５８３円２０銭 ５６７円００銭

昼間時間 ２円４６銭 ２円４０銭

時間帯別 

接続送電 

サービス料金 

電力量 

料金※1、2 夜間時間
kWh

１円８９銭 １円８４銭

従量接続送電サービス料金※1、3 kWh １１円７７銭 － 

ピークシフト割引額 kW ４９５円７２銭 ４８１円９５銭

予備送電サービスＡ kW ７１円２８銭 ６９円３０銭

高 

圧 

予備送電 

サービス料金 予備送電サービスＢ kW １１５円５６銭 １１２円３５銭

基本料金 kW ４２１円２０銭 ４０９円５０銭標準接続送電 

サービス料金 電力量料金※1 kWh １円１７銭 １円１４銭

基本料金 kW ４２１円２０銭 ４０９円５０銭

昼間時間 １円２７銭 １円２３銭

時間帯別 

接続送電 

サービス料金 

電力量 

料金※1、2 夜間時間
kWh

１円０４銭 １円０１銭

従量接続送電サービス料金※1、3 kWh ８円０７銭 － 

ピークシフト割引額 kW ３５８円５６銭 ３４８円６０銭

予備送電サービスＡ kW ７１円２８銭 ６９円３０銭

特 

別 

高 

圧 

予備送電 

サービス料金 予備送電サービスＢ kW １０３円６８銭 １００円８０銭

近接性評価割引額※4 kWh １銭 １銭

（※1）：託送供給約款以外の供給条件（電源線経過措置終了に伴う料金変更）を反映した料金を表記しております。 

（※2）：昼間時間とは、日曜、祝日、年末年始等を除く毎日午前８時から午後１０時までの時間をいいます。 

      ：夜間時間とは、昼間時間以外の時間をいいます。 

（※3）：自己等への電気の供給（自己託送）を希望されるときに適用します。 

（※4）：受電地点が富山県内の場合に割引の対象となります。 

 

 

（２）負荷変動対応電力 

改定料金 

(消費税等相当額含む) 

現行料金 

(消費税等相当額含む)
 

単 

位 平成26年4月1日以降

平成26年5月31日まで
平成26年6月1日以降 平成26年3月31日まで

変動範囲内電力料金※5 kWh ９円７３銭 ９円７７銭 ９円４６銭

夏季 kWh ３７円８９銭 ３８円０３銭 ３６円８３銭昼間 

時間 その他季 kWh ２９円４８銭 ２９円６１銭 ２８円６７銭

変動範囲超過 
電力料金 

※5、6 夜間時間 kWh １７円２６銭 １７円３４銭 １６円７８銭

（※5）：各電力量料金は、燃料費調整の対象といたします。 

（※6）：夏季昼間時間とは、日曜・祝日を除く７月１日から９月３０日までの午前８時から午後１０時までの時間

をいいます。 

      ：その他季昼間時間とは、日曜・祝日・年末年始等を除く１０月１日から翌年６月３０日までの午前８時か

ら午後１０時までの時間をいいます。 

      ：夜間時間とは、「夏季昼間時間」および「その他季昼間時間」以外の時間をいいます。 




